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この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべき

との申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 6804:2022 は改正さ

れ，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 C 6804：2026 
 (IEC 60825-12：2022) 

レーザ製品の安全－情報伝送のための 

光無線通信システムの安全 

Safety of laser products-Safety of free space optical communication 

systems used for transmission of information 

 
序文 

この規格は，2022 年に第 3 版として発行された IEC 60825-12 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，レーザ放射によってデータを伝送するためのレーザ製品及びシステムに適用する。 

この規格は，材料加工用又は医療用のために光パワーを伝達することを目的として設計されたレーザ製

品には適用しない。また，この規格は，引火性又は爆発性雰囲気内（JIS C 60079-0 を参照）におけるレー

ザ製品の用途には適用しない。光による無線又は自由空間のデータ伝送を行う目的において，その光源と

して発光ダイオード（LED）を使用した光無線通信システム（FSOCS）は，この規格では適用しない。 

注記 1 レーザ製品がシステム又は保護きょう体による制限範囲を拡張する光ファイバを含む場合，そ

の部分には JIS C 6803 の要求事項を適用している。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60825-12:2022，Safety of laser products－Part 12: Safety of free space optical communication 

systems used for transmission of information（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 6802:2025 レーザ製品の安全－クラス分け及び要求事項 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60825-1:2014，Safety of laser products－Part 1: Equipment 

classification and requirements 


